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は
じ
め
に

　

京
都
の
大
徳
寺
に
一
幅
五
人
の
羅
漢
を
描
い
た
一
〇
〇
幅
の
五
百
羅
漢
図
が

伝
わ
っ
て
来
た
。
現
在
は
、
早
く
に
失
わ
れ
、
江
戸
初
期
に
補
作
さ
れ
た
六
幅

を
除
き
、
大
徳
寺
に
八
二
幅
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
一
〇
幅
、
フ
リ
ー
ア
美
術

館
に
二
幅
の
計
九
四
幅
が
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
、
寄
進
文

と
み
ら
れ
る
短
い
文
章
が
金
泥
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て

い
た
が
、
画
絹
の
劣
化
な
ど
に
よ
り
殆
ど
が
剥
落
し
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
近
年
の
奈
良
国
立
博
物
館
と
東
京
文
化
財
研
究
所
の
最
新
技
術

を
駆
使
し
た
共
同
光
学
調
査
は
、
ほ
ぼ
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
寄
進
文

の
あ
る
画
幅
は
全
部
で
四
八
、
寄
進
者
の
多
く
が
明
州
（
慶
元
府
、
現
在
の
寧

波
）
東
の
東
銭
湖
周
辺
の
地
域
有
力
者
で
、「
五
百
羅
漢
図
」
は
恵
安
院
の
僧

義
紹
の
少
な
く
と
も
十
年
以
上
に
わ
た
る
勧
進
に
よ
っ
て
完
成
し
た
こ
と
な
ど

が
分
か
り
、
大
部
な
報
告
書
も
公
刊
さ
れ
た
）
1
（

。

　

九
州
大
学
仏
教
美
術
史
の
井
手
誠
之
輔
教
授
を
中
心
と
し
た
共
同
研
究
チ
ー

ム
は
、
寄
進
文
と
羅
漢
図
の
読
解
に
取
り
組
み
、
各
画
面
の
解
釈
、
勧
進
の
背

景
、
事
業
の
隠
れ
た
主
宰
者
が
南
宋
孝
宗
朝
に
二
度
宰
相
を
務
め
た
史
浩
と
い

う
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
寄
進
者
の
な
か
に
東
銭
湖
浚
渫
事
業
に
協
力
し

て
政
府
か
ら
恩
賞
を
得
た
人
物
が
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
他
の
恩
賞
授
与
者
に
も

寄
進
者
の
同
族
と
み
ら
れ
る
少
な
か
ら
ざ
る
人
物
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、

「
五
百
羅
漢
図
」
に
は
「
水
神
」
や
「
水
官
」
が
描
か
れ
る
な
ど
、
明
州

県

の
東
半
分
の
灌
漑
水
を
供
給
し
た
東
銭
湖
の
「
水
の
恵
み
」
へ
の
感
謝
の
想
い

が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
）
2
（

。

　

熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
史
浩
の
創
建
し
た
月
波
寺
は
、
東
銭
湖
西
北
畔

の
恵
安
院
に
隣
接
す
る
。
孝
宗
か
ら
「
水
陸
無
碍
道
場
」
の
宸
翰
を
賜
り
、
そ

れ
を
扁
額
と
し
た
こ
と
が
物
語
る
よ
う
に
、
史
浩
は
大
規
模
な
法
会
で
あ
る
水

陸
斎
を
熱
心
に
行
っ
て
い
た
）
3
（

。
小
論
は
、「
五
百
羅
漢
図
」
の
う
ち
水
陸
斎
を

描
い
た
一
幅
を
手
掛
か
り
に
、
彼
の
仏
教
信
仰
と
政
治
姿
勢
と
の
関
連
に
つ
い

て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」
と
史
浩
の
対
金
政
策

近　

藤　

一　

成
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一　
「
水
陸
斎
」
に
つ
い
て

　

図
１
は
、
井
手
氏
が
「
戦
没
者
供
養
」（
二
〇
一
一
年
の
『
大
徳
寺
伝
来
五

百
羅
漢
図　

銘
文
調
査
報
告
書
』
で
は
「
水
陸
会
」）
と
題
し
た
、
五
人
の
羅

漢
に
よ
る
死
者
の
供
養
図
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
甲
冑
を
身
に
着
け
た
四
人

の
軍
人
の
姿
が
み
え
る
（
一
人
は
三
目
の
異
形
）。
図
２
「
応
身
観
音
」
に
は
、

同
じ
く
井
手
氏
に
よ
っ
て
史
浩
と
宝
誌
和
尚
に
比
定
さ
れ
た
人
物
が
描
か
れ
、

柄
香
炉
を
捧
げ
持
つ
烏
帽
の
士
大
夫
が
史
浩
、
画
面
中
央
で
礼
拝
を
受
け
る
僧

が
、
十
一
面
観
音
の
化
身
と
さ
れ
る
宝
誌
和
尚
と
す
る
。
前
景
の
三
人
は
、
寄

進
文
や
他
の
画
面
か
ら
僧
侶
が
恵
安
院
の
勧
進
僧
義
紹
、
及
び
五
百
羅
漢
図
を

描
い
た
画
家
で
、
老
人
の
林
庭
珪
と
年
下
の
李
季
常
と
確
定
で
き
る
。
し
か
し
、

寄
進
文
や
他
の
画
面
の
ど
こ
に
も
史
浩
と
宝
誌
和
尚
の
名
は
み
え
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
二
人
に
比
定
さ
れ
る
理
由
は
、
南
朝
梁
の
武
帝
が
、
夢
に
見
た
六

道
四
生
の
苦
悩
や
地
獄
に
落
ち
た
亡
者
を
救
い
出
す
水
陸
会
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
諸
沙
門
に
問
う
た
と
き
、
対
応
で
き
た
人
物
が
宝
誌
和
尚
の

み
で
あ
り
、
天
監
四
年
に
武
帝
臨
席
の
も
と
水
陸
会
が
金
山
寺
で
行
わ
れ
た
と

い
う
伝
承
と
、
そ
の
金
山
寺
で
の
水
陸
会
に
感
銘
を
受
け
、
自
ら
田
百
畝
を
喜

捨
し
て
月
波
寺
に
四
時
水
陸
道
場
を
建
て
、
儀
文
を
撰
述
・
刊
行
し
た
と
い
う

史
浩
、
そ
の
二
人
が
合
わ
せ
て
描
か
れ
る
構
図
と
い
う
解
釈
は
、
十
分
納
得
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

　

羅
翠
恂
氏
は
、
千
葉
照
観
氏
の
所
説
を
引
き
つ
つ
、
水
陸
斎
の
起
源
と
も
い

図
２　

応
身
観
音
（『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』）

図
１　

戦
没
者
供
養　

解
説
（『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』
井
手
誠
之
輔
）

　

戦
没
者
供
養
の
場
面
。
香
炉
を
乗
せ
る
机
を
前
方
に
、
燭
台
の
灯
り
の
も
と
、
曲

に
倚
坐
し

た
導
師
が
儀
礼
文
を
読
誦
し
て
い
る
。
唱
和
す
る
弟
子
の
一
人
が
見
上
げ
る
欄
干
の
先
に
広
が
る
木

陰
の
暗
闇
に
は
、
朧
気
に
立
ち
の
ぼ
る
霊
雲
と
と
も
に
亡
魂
の
幽
霊
が
出
現
し
て
い
る
。
幽
霊
は
戦

で
横
死
し
た
人
々
ら
し
い
。
笏
を
も
つ
高
位
の
人
物
と
鎧
を
ま
と
う
怒
髪
三
目
の
異
形
を
最
前
列
と

し
、
炎
髪
の
三
面
六
臂
で
日
月
を
捧
げ
持
つ
阿
修
羅
、
烏
沙
帽
の
よ
う
な
冠
を
被
る
高
官
と
、
羽

状
の
飾
り
が
上
方
に
伸
び
た
冠
を
つ
け
る
夫
人
、
鎧
や
甲
冑
を
身
に
着
け
る
三
名
の
武
将
、
二
名
の

文
官
が
続
き
、
周
り
に
は
鬼
た
ち
も
蝟
集
し
て
い
る
。
恵
安
院
の
近
隣
で
は
南
宋
最
大
の
水
陸
道

場
が
営
ま
れ
て
い
た
が
、
戦
没
者
供
養
の
よ
う
す
を
描
く
本
図
は
、
そ
の
活
動
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
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え
る
『
焔
口
経
』
か
ら
派
生
し
た
伝
不
空
訳
『
瑜
伽
集
要
阿
難
陀
羅
焔
口
軌
儀

経
』
に
亡
人
へ
の
施
食
が
延
べ
ら
れ
、
戦
死
者
、
家
族
、
祖
先
な
ど
の
故
人
を

慰
撫
し
供
養
す
る
こ
と
が
、
水
陸
斎
の
一
つ
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
と
す
る
）
4
（

。

ま
た
知
恩
院
蔵
宋
版
大
蔵
経
の
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
巻
六
末
尾
に
あ
る

「
靖
康
・
建
炎
」
に
は
、
南
宋
の
高
宗
が
、
北
宋
滅
亡
期
の
宋
金
戦
争
に
お
け

る
戦
没
者
の
た
め
水
陸
大
斎
を
行
っ
た
こ
と
を
記
す
）
5
（

。『
建
炎
以
来
繫
年
要
録
』

八
〇
、
八
一
に
よ
っ
て
そ
の
経
緯
を
み
る
と
、
紹
興
四
年
九
月
に
淮
南
の
確
保

を
目
論
ん
だ
劉
豫
の
斉
国
と
金
軍
は
、
騎
兵
を
泗
州
か
ら

州
に
、
歩
兵
を
楚

州
か
ら
承
州
（
高
郵
軍
）
に
侵
攻
さ
せ
、
高
宗
は
親
征
を
決
意
す
る
。
十
月
、

承
州
駐
屯
の
韓
世
忠
は
、
一
旦
鎮
江
に
退
避
し
た
が
高
宗
の
親
札
に
よ
っ
て
奮

起
し
て
揚
州
に
戻
り
、
中
央
で
は
趙
鼎
の
進
言
に
よ
っ
て
張
浚
が
侍
讀
と
し
て

復
帰
し
た
。
韓
世
忠
が
揚
州
大
儀
鎮
、
部
下
の
解
元
が
承
州
で
金
兵
を
破
る
と

士
気
は
大
い
に
上
が
り
、
高
宗
は
臨
安
を
発
ち
嘉
興
の
崇
徳
県
に
至
っ
た
。
継

い
で
韓
世
忠
か
ら
俘
虜
百
八
人
が
献
じ
ら
れ
、
同
時
に
承
州
で
陣
歿
し
た
人
士

へ
の
厚
い
贈
恤
の
要
望
を
聞
い
た
高
宗
は
、
戦
没
し
た
使
者
の
遺
骸
を
収
容
し

て
鎮
江
府
に
埋
葬
し
、
当
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
簽
書
樞
密
院
事
胡
松
年
に
水

陸
斎
の
挙
行
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
羅
氏
は
、
ま
た
孝
宗
も
「
紹
熙
元
年
に
臨

安
の
崇
福
寺
で
千
手
観
音
を
祀
っ
て
水
陸
大
斎
を
行
っ
た
」
記
事
を
紹
介
し
て

い
る
）
6
（

。
こ
の
よ
う
に
水
陸
斎
は
、
と
き
の
皇
帝
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
史
浩

の
文
集
『

峰
真
隠
漫
録
』
に
も
彼
自
身
の
水
陸
斎
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、

前
掲
注（
３
）『
佛
祖
統
記
』
三
三
の
記
事
を
裏
付
け
る
。
巻
二
三
の
「
福
州
祈

雨
設
水
陸
疏
」
は
知
福
州
で
あ
っ
た
淳
熙
元
年
二
月
二
十
一
日
に
、
祈
雨
の
た

め
に
設
け
た
斎
で
、
続
く
「
福
州
謝
雨
祈
晴
疏
」
一
、
二
が
あ
る
と
こ
ろ
を
み

る
と
早
速
降
雨
に
恵
ま
れ
た
ら
し
い
が
、
今
度
は
多
雨
と
な
り
晴
れ
を
祈
っ
て

い
る
。
同
巻
の
「
請
倫
講
師
住
月
波
水
陸
院
疏
」
は
、
倫
講
師
に
水
陸
斎
を
行

う
月
波
寺
へ
の
住
持
を
願
う
疏
で
あ
る
。

　

既
に
先
行
研
究
が
述
べ
る
よ
う
に
、
史
浩
は
水
陸
斎
儀
文
を
撰
述
し
刊
行
し

た
。
南
宋
咸
淳
年
間
に
月
波
寺
で
『
佛
祖
統
記
』
を
編
纂
し
た
志
磐
は
、
隣
の

尊
教
寺
で
百
年
後
も
宗
族
三
千
人
が
施
財
置
田
し
て
史
浩
撰
述
の
儀
文
に
従
い

水
陸
斎
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
但
し
、
そ
の
儀
文
が
専
ら
官
僚
の
た
め

の
仕
様
で
あ
っ
た
た
め
、
貴
賎
貧
富
が
平
等
に
参
加
で
き
る
新
た
な
儀
文
が
必

要
と
の
要
望
に
従
い
、
志
磐
は
新
儀
六
巻
を
撰
述
刊
行
し
、
二
十
六
軸
の
絵
像

も
作
成
し
た
。
こ
の
儀
文
は
、
明
の
袾
宏
が
重
訂
し
た
も
の
が
今
に
伝
わ
り
、

現
代
の
水
陸
斎
儀
文
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
史
浩
は
孝
宗
隆
興
元
年
の
山
東
出
兵
策
に
反
対
し
、
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
彼
の
無
辜
の
赤
子
を
し
て
、
皆
な
横
死
の
游
魂
と
爲

さ
し
め
、
快
を
一
時
に
取
り
、
冤
を
萬
世
に
含
む
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
戦
没
者
、

横
死
者
の
鎮
魂
を
大
き
な
目
的
と
な
す
水
陸
斎
、
水
陸
斎
の
挙
行
に
熱
心
で

あ
っ
た
史
浩
、
水
陸
斎
と
深
い
関
係
を
も
つ
宝
誌
和
尚
を
拝
礼
す
る
史
浩
の

「
五
百
羅
漢
図
」、
そ
し
て
「
水
陸
斎
」
図
、
こ
れ
ら
は
史
浩
の
反
戦
論
と
彼
の

仏
教
信
仰
と
の
強
い
繋
が
り
を
示
唆
す
る
。
前
掲
注（
３
）佐
藤
は
こ
の
問
題
の

専
著
で
あ
り
、
多
く
は
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
よ
り
当
時

の
歴
史
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
官
僚
政
治
家
史
浩
と
そ
の
仏
教
信
仰
に
つ
い
て

考
え
る
。
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二　
「
養
素
先
生
」
逸
話
の
伝
承

　

寶
慶
元
年
（
一
二
二
五
）
三
月
の
序
を
も
つ
『
會
稽
續
志
』
七 

雜
紀
「
養

素
先
生
」
は
、
史
浩
と
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
異
形
僧
と
の
因
縁
を
記
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
紹
興
十
八
年
三
月
、
紹
興
府
餘
姚
県
尉
で
明
州
昌
国
県
の
塩

監
を
兼
ね
て
い
た
史
浩
は
、
鄱
陽
の
程
休
甫
と
と
も
に
観
世
音
菩
薩
が
示
現
す

る
と
い
う
補
陀
洛
迦
山
を
訪
れ
た
。
最
初
の
潮
音
洞
参
詣
は
何
事
も
な
か
っ
た

が
、
夕
刻
再
訪
し
た
と
き
に
洞
内
を
照
ら
す
金
色
の
観
音
の
化
身
に
際
会
し
た
。

寺
に
帰
り
日
が
暮
れ
よ
う
と
す
る
頃
、
長
身
の
僧
が
来
訪
し
、
史
浩
は
清
要
の

官
を
歴
し
太
師
に
至
る
こ
と
、
文
潞
公
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
（
九
十
二
歳
で
卒

し
た
文
彦
博
は
太
師
で
致
仕
し
た
）、
宰
相
に
な
り
官
家
（
皇
帝
）
は
出
兵
し

よ
う
と
す
る
か
ら
力
を
尽
く
し
て
諌
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
二
〇
年
後
に
越

で
会
お
う
と
言
っ
て
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
後
、
乾
道
四
年
の
あ
る
晩
、

紹
興
府
知
事
と
し
て
越
に
居
た
史
浩
の
も
と
に
養
素
先
生
と
称
す
る
道
人
が
尋

ね
て
き
た
。
名
を
名
乗
ら
ず
史
浩
と
は
面
識
が
あ
る
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
中

に
通
す
と
紙
を
求
め
「
黑
頭
潞
相
、
重
漆
萬
里
之
風
光
、
碧
眼
胡
僧
、
曾
共
一

宵
之
清
話
」
と
大
書
す
る
と
筆
を
投
げ
挨
拶
も
せ
ず
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
史
浩

は
、
急
い
で
兵
吏
を
遣
わ
し
て
探
さ
せ
た
が
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
。
こ
こ
で

紹
興
十
八
年
に
補
陀
山
で
会
っ
た
長
身
の
僧
と
養
素
先
生
が
同
一
の
観
音
の
化

身
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
そ
れ
か
ら
更
に
二
〇
年
後
の
淳
熙
十
六
年
、（
孝
宗

が
譲
位
し
光
宗
が
即
位
し
た
恩
典
に
よ
り
）
史
浩
は
太
師
の
位
を
賜
っ
た
。
こ

れ
は
史
浩
自
身
が
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
と
『
会
稽
続
志
』
は
記
す
）
7
（

。
史
浩
没
年

は
、
こ
の
五
年
後
の
紹
煕
五
年
で
あ
る
か
ら
、
享
年
八
十
九
歳
、
文
彦
博
の
再

来
と
い
う
観
音
の
化
身
の
予
言
は
す
べ
て
成
就
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
記

事
は
『
寶
慶
四
明
志
』
や
『
延
祐
四
明
志
』
に
継
承
さ
れ
、『
会
稽
続
志
』
編

纂
は
先
述
の
よ
う
に
寶
慶
元
年
で
あ
る
か
ら
最
も
早
い
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
史
浩
没
後
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
。
し
か
し
『
續
志
』
の
雑
記
の

箇
所
は
記
事
の
出
典
を
記
し
て
お
り
、
二
項
後
の
記
事
に
「
竝
夷
堅
志
」
と
注

す
る
か
ら
、
現
行
『
夷
堅
志
』
に
は
見
え
な
い
が
「
養
素
先
生
」
も
そ
う
な
の

で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
そ
の
編
者
洪
邁
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
ま
た
補
陀
山
に

史
浩
と
同
行
し
た
程
休
甫
は
同
じ
鄱
陽
の
同
郷
人
、
洪
邁
自
身
が
紹
熙
二
年
に

紹
興
府
知
事
と
し
て
赴
任
し
て
（『
嘉
泰
会
稽
志
』
二 

太
守
）
い
る
の
で
、
史

浩
自
身
か
ら
聞
い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
史
浩
の
観
音
霊
験
譚
が
早
い

時
期
に
広
ま
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。『

峰
眞
隠
漫
錄
』
二
三
の
「
代

補
陀
山
化
縁
起
殿
牓
瀾
長
老
」
は
、
補
陀
山
の
寺
殿
再
建
の
寄
付
に
よ
る
結
縁

を
勧
め
る
牓
文
で
、
瀾
長
老
（
寶
陀
山
寺
弁
至
瀾
禅
師　
「
佐
藤
」
二
四
九
頁
）

に
代
わ
っ
て
執
筆
し
た
文
で
あ
り
、
瀾
長
老
と
は
か
つ
て
補
陀
山
寺
で
懇
談
し

て
い
る
。
史
浩
が
、
早
く
か
ら
補
陀
山
寺
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
ろ
う
。

　
『
会
稽
続
志
』「
養
素
先
生
」
の
記
事
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

紹
興
戊
辰
（
十
八
年
）
三
月
に
、
程
休
甫
と
共
に
補
陀
洛
迦
山
す
な
わ
ち
舟
山

群
島
普
陀
山
の
潮
音
洞
を
訪
れ
、
観
音
の
示
現
に
際
会
し
た
話
で
あ
る
。
こ
れ

は
、『
延
祐
四
明
志
』
一
六 

寶
陀
寺
の
項
に
「
越
王
留
題
」
と
し
て
収
録
さ
れ
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る
記
事
に
相
当
し
、そ
こ
に
は
「
史
浩
が
見
聞
し
た
こ
と
を
寺
の
壁
に
書
し
、今
、

そ
れ
を
石
に
刻
ん
だ
」
と
あ
り
、
本
文
に
も
「
此
の
話
の
傳
わ
る
無
き
を
懼
れ
、

用
て
壁
に
書
す
」
と
あ
る
か
ら
、
史
浩
自
身
の
手
に
成
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。文
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
全
宋
文
』
は
『
重
修
普
陀
山
志
』

三
や
『
延
祐
四
明
志
』
一
六
、『
普
陀
洛
迦
新
志
』
三
か
ら
「
遊
四
明
観
音
峰

潮
音
洞
記

偈
」
の
題
で
偈
文
を
加
え
て
史
浩
一
九
に
収
載
す
る
。
一
方
、
後

半
の
「
天
將
に
暮
れ
な
ん
と
す
る
に
、
一
長
僧
の
來
訪
す
る
有
り
」
以
下
、
後

の
政
界
で
の
史
浩
を
予
言
す
る
部
分
は
、
淳
熙
十
六
年
の
太
師
賜
与
後
に
過
去

を
振
り
返
り
自
ら
述
べ
た
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
唯

一
具
体
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項
が
、「
它
時
、
宰
相
と
作
り
、
官
家
、
用
兵

を
要
む
れ
ば
、
切
に
須
く
力
め
て
諌
す
べ
し
」
で
あ
り
、
山
東
出
兵
反
対
が
彼

の
官
僚
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
の
な
か
で
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。
で
は
当
時
の
状
況
と
史
浩
の
対
応
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　

張
浚
の
「
山
東
出
兵
論
」
と
史
浩
の
反
対
論
、

　
　

及
び
符
離
の
大
敗

　

こ
の
間
の
対
金
関
係
の
動
き
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
紹
興
和
議
以
降
、

し
ば
ら
く
続
い
た
宋
金
間
の
和
平
は
、
紹
興
三
十
一
年
九
月
の
金
主
亮
（
海
陵

王
）
の
軍
六
〇
万
（
号
し
て
百
万
）
の
南
侵
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
。
し
か
し
ク
ー

デ
タ
に
よ
る
帝
位
簒
奪
や
急
進
的
な
中
国
化
政
策
、
反
対
勢
力
の
殺
害
、
契
丹

の
反
乱
な
ど
で
求
心
力
を
欠
い
た
亮
は
、
十
一
月
、
渡
江
を
前
に
采
石
磯
の
戦

い
で
敗
れ
、
な
お
も
揚
州
に
布
陣
し
て
渡
江
を
試
み
た
が
部
下
に
殺
害
さ
れ
た
。

和
議
が
模
索
さ
れ
る
一
方
、
金
軍
と
の
局
所
的
な
戦
闘
は
止
ま
ず
、
十
二
月
に

臨
安
を
発
っ
た
高
宗
は
、
鎮
江
か
ら
三
十
二
年
正
月
に
は
建
康
府
に
至
り
二
月

ま
で
滞
在
し
た
。
戦
闘
が
続
く
な
か
、
小
論
に
関
係
す
る
出
来
事
が
相
次
い
で

起
こ
る
。
先
ず
は
張
浚
の
中
央
へ
の
復
帰
で
あ
る
。
紹
興
七
年
、
軍
閥
劉
光
世

配
下
の
軍
を
自
ら
の
指
揮
下
に
お
く
措
置
を
強
引
に
進
め
た
結
果
、
精
鋭
部
隊

四
万
が
劉
豫
の
斉
国
に
寝
返
っ
て
し
ま
っ
た
所
謂
「
淮
西
之
変
」
に
よ
っ
て
高

宗
の
信
を
失
い
、
そ
の
後
の
秦
檜
専
政
も
あ
っ
て
永
く
地
方
に
逐
わ
れ
て
い
た

張
浚
が
、
観
文
殿
大
学
士
を
復
さ
れ
、
知
潭
州
、
す
ぐ
に
判
建
康
府
兼
行
宮
留

守
に
移
り
、
建
康
に
高
宗
を
迎
え
た
こ
と
で
あ
る
。
復
活
し
た
老
臣
は
、
建
康

府
・
鎮
江
府
・
江
州
・
池
州
・
江
陰
軍
の
兵
権
を
握
り
、
中
央
政
界
に
再
び
重

き
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
、
三
十
二
年
六
月
四
日
に
建
王
は
正
式
に
皇

太
子
と
な
り
、
同
十
一
日
に
は
高
宗
の
譲
位
に
よ
っ
て
皇
位
に
就
い
た
こ
と
で

あ
る
）
8
（

。
建
王
時
代
か
ら
二
王
府
教
授
兼
直
講
で
あ
っ
た
史
浩
は
、
立
太
子
と
と

も
に
起
居
郎
兼
太
子
右
庶
子
と
な
り
、
孝
宗
即
位
に
伴
い
中
書
舍
人
、
翰
林
学

士
・
知
制
誥
を
拝
命
し
た
。

　

建
王
の
立
太
子
は
、
史
浩
の
教
導
が
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
、

海
陵
王
南
侵
の
際
、
建
王
は
自
ら
兵
を
率
い
て
前
線
に
赴
く
と
奏
し
て
高
宗
か

ら
評
価
さ
れ
た
が
、
史
浩
は
、
太
子
が
兵
権
を
握
る
こ
と
で
王
や
皇
帝
と
確
執

が
起
こ
っ
た
例
と
し
て
「（
春
秋
）
晋
の
申
生
、
唐
肅
宗
霊
武
の
事
」
を
挙
げ

諌
め
た
。
建
王
は
納
得
し
、
高
宗
親
征
へ
の
扈
蹕
の
願
い
に
改
め
た
。
最
初
、
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高
宗
は
怒
っ
た
が
、
奏
文
を
読
み
そ
の
内
容
に
感
心
し
、
そ
れ
が
浩
の
筆
と
知

る
と
、「
こ
れ
が
真
の
王
府
の
官
で
あ
る
」
と
褒
め
、
建
王
は
先
駆
け
と
し
て

建
康
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
皇
子
出
兵
の
阻
止
は
、
反
戦
論
と
直
接
の
関

係
は
無
い
が
、
物
事
を
深
く
読
み
込
み
、
結
果
を
見
通
し
た
上
で
慎
重
に
対
処

す
る
、
彼
の
官
僚
政
治
家
と
し
て
の
資
質
、
基
本
的
態
度
を
よ
く
示
す
例
で
あ

る
。

　

金
と
の
戦
闘
が
続
く
中
で
即
位
し
た
孝
宗
は
、
局
面
の
打
開
に
積
極
的
で
あ

り
、
張
浚
を
重
用
し
提
言
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、『
宋
史
』
三
六
一 

張
浚
本

伝
に
「
浚
の
規
畫
す
る
所
、
浩
必
ず
之
れ
を
阻
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隆
興
元

年
五
月
十
五
日
に
史
浩
が
宰
相
を
罷
め
る
ま
で
、
対
金
政
策
で
二
人
は
悉
く
衝

突
し
、
孝
宗
は
主
戦
論
者
の
張
浚
に
傾
い
て
ゆ
く
。
金
側
が
淮
水
以
北
の
海
州
、

泗
州
と
西
の
鄧
州
、
商
州
の
確
保
と
歳
幣
の
履
行
を
求
め
る
の
に
対
し
、
淮
北

か
ら
更
に
北
半
の
回
復
を
狙
う
張
浚
は
、
史
浩
が
長
江
沿
い
の
瓜
洲
と
采
石
に

防
衛
拠
点
を
築
く
案
を
、
金
に
北
半
回
復
の
意
図
が
無
い
と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
と
し
て
前
線
の
泗
州
築
城
を
主
張
し
た
。
隆
興
元
年
正
月
に
史

浩
が
尚
書
右
僕
射
・
同
中
書
門
下
平
章
事
兼
樞
密
使
、
張
浚
が
樞
密
使
・
都
督

江
淮
東
西
路
軍
馬
と
な
り
両
者
の
対
立
は
頂
点
に
達
す
る
。
一
進
一
退
を
続
け

る
戦
局
を
前
に
、
張
浚
は
川
陝
の
呉
璘
軍
を
支
援
す
る
た
め
に
山
東
へ
の
出
兵

を
建
議
す
る
。
金
は
川
陝
攻
略
に
集
中
し
、
山
東
は
手
薄
で
あ
り
、
さ
ら
に
山

東
の
忠
義
の
士
は
、
宋
軍
が
来
攻
す
れ
ば
必
ず
呼
応
決
起
し
勝
利
は
容
易
で
あ

る
と
主
張
し
た
。
何
や
ら
建
炎
四
年
、
若
き
張
浚
が
江
南
で
の
戦
い
を
援
護
す

る
と
し
て
、
諸
将
の
反
対
を
押
し
切
り
四
川
か
ら
長
安
へ
大
軍
を
進
め
富
平
で

大
敗
し
た
事
例
を
想
起
さ
せ
る
が
、
今
回
は
門
人
の
王
大
寶
、
胡
銓
、
王
十
朋
、

汪
應
辰
、
陳
良
翰
な
ど
が
賛
成
し
、
当
初
、
反
対
し
た
の
は
史
浩
の
み
で
あ
っ

た
。『
文
集
』
七
「
論
未
可
用
兵
山
東

子
」
は
、
そ
の
と
き
の
上
奏
文
で
あ
る
。

そ
の
存
在
す
ら
不
確
か
な
山
東
の
忠
義
の
士
の
蜂
起
を
前
提
に
、
荊
・
襄
や
行

在
周
辺
の
防
備
を
薄
く
し
て
大
兵
を
動
か
す
危
う
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の

後
、
金
へ
の
和
・
戦
・
守
、
の
三
通
り
の
対
策
の
う
ち
守
で
共
通
す
る
現
役
の

武
将
陳
敏
、
張
浚
子
飼
い
の
李
椿
、
道
学
系
の
韓
元
吉
、
秦
檜
に
靡
か
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
唐
文
若
、
陳
俊
卿
ら
も
反
対
論
を
提
出
し
た
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
上
奏
文
の
最
後
の
貼
黄
で
「
若も

し乃
諸
將
の
鋭
氣
に
順
い
、
無
用
の
空
城
を

収
む
る
も
、
寇
去
ら
ば
則
ち
賞
を
朝
廷
に
論
じ
、
寇
至
ら
ば
則
ち
形
を
山
寨
に

歛
め
、
彼
の
無
辜
の
赤
子
を
し
て
、
皆
な
横
死
の
游
魂
と
爲
し
、
快
を
一
時
に

取
り
、
冤
を
萬
世
に
含
ま
し
め
ん
」
と
述
べ
る
の
は
、
単
に
出
兵
に
よ
る
勝
利

が
覚
束
な
い
の
み
な
ら
ず
、
無
謀
な
作
戦
で
大
量
の
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
へ
の

憤
り
が
彼
を
突
き
動
か
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
再
論
山
東
箚
子
」
は
、

孝
宗
が
山
東
出
兵
策
を
放
棄
し
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
か
た
を
し
て
い
る
。

し
か
し
張
浚
は
諦
め
て
い
な
か
っ
た
。
金
が
泗
州
に
大
軍
を
集
結
さ
せ
南
攻
を

企
て
て
い
る
と
い
う
情
報
を
も
と
に
、
大
規
模
な
先
制
攻
撃
を
し
か
け
た
の
で

あ
る
。

　

隆
興
元
年
の
対
金
戦
争
に
つ
い
て
孝
宗
や
張
浚
、
史
浩
の
間
で
の
論
争
を
比

較
的
詳
し
く
伝
え
る
史
料
は
、
南
宋
末
元
初
の
人
で
あ
る
周
密
の
『
斉
東
野
語
』

二 

張
魏
公
三
戦
本
末
略
で
あ
る
。
周
密
は
、
道
学
批
判
の
言
で
知
ら
れ
、
こ

こ
で
は
張
浚
が
主
導
し
、
い
ず
れ
も
惨
憺
た
る
結
果
を
招
い
た
「
富
平
之
戦
」
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「
淮
西
之
変
」「
符
離
之
師
」
を
論
評
す
る
が
、
符
離
の
戦
い
に
最
も
多
く
の
頁

を
割
い
て
い
る）

9
（

。
張
浚
の
主
張
で
あ
る
「
中
原
の
地
を
一
寸
も
回
復
で
き
て
い

な
い
現
状
を
打
破
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
出
兵
す
れ
ば
、
中
原
の
豪
傑
た
ち
が
応
じ

て
蜂
起
す
る
」
に
対
し
、
史
浩
は
「
動
員
で
き
る
軍
は
二
十
万
。
う
ち
江
淮
防

衛
に
充
て
る
人
数
が
十
万
。
輸
送
と
護
衛
に
各
二
万
当
て
る
と
山
東
攻
撃
の
動

員
は
わ
ず
か
六
万
。
山
東
は
金
の
中
心
地
で
は
な
く
、
た
と
え
そ
こ
を
取
っ
た

に
し
て
も
金
の
主
力
は
無
事
で
、
そ
れ
ら
が
両
淮
・
荊
・
襄
に
攻
撃
を
か
け
て

き
た
ら
ど
の
よ
う
に
防
備
す
る
の
か
」
と
い
う
ほ
か
、
軍
事
費
の
問
題
、
張
浚

四
十
年
の
名
声
も
今
回
失
敗
す
れ
ば
地
に
落
ち
て
し
ま
う
な
ど
、
五
日
間
に
わ

た
っ
て
試
み
た
張
浚
説
得
の
様
子
を
記
述
す
る
。
最
後
に
浚
は
「
史
浩
の
考
え

を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
機
会
を
失
す
る
」
と
し
て

孝
宗
に
決
断
を
迫
り
、
孝
宗
は
三
省
・
密
院
を
経
る
と
い
う
手
続
き
を
取
ら
ず
、

諸
将
に
直
接
出
兵
の
命
令
を
下
し
た
。
周
密
は
、
そ
れ
以
降
の
戦
況
も
詳
し
く

記
す
）
10
（

。
そ
の
中
で
興
味
深
い
記
事
を
残
し
て
い
る
。
出
兵
を
知
っ
た
徳
壽
（
高

宗
）
は
、
壽
皇
（
孝
宗
）
に
、「
張
浚
の
虚
名
を
信
ず
る
勿
れ
。
將
來
必
ず
や

大
計
を
誤
ら
ん
。
他か

れ

は
專
ら
國
家
の
名
器
・
財
物
を
把
り
、
人
情
を
做
す
の
み
」

と
評
し
た
と
い
う
張
浚
へ
の
不
信
で
あ
る
。
三
省
を
経
ず
出
兵
が
決
め
ら
れ
た

こ
と
に
史
浩
は
反
発
す
る
。「
吾
屬
は
俱
に
右
府
を
兼
ぬ
。
而
し
て
出
兵
、
聞

く
に
與
ら
ざ
れ
ば
則
ち
焉
ぞ
彼
相
を
用
い
ん
や
」
と
し
て
宰
相
を
罷
め
、
知
紹

興
府
に
転
出
し
た
。
辞
職
に
際
し
「
願
わ
く
は
陛
下
、
審
ら
か
に
事
勢
を
度
り
、

若
し
一
た
び
失
す
る
の
後
は
、
恐
ら
く
終
い
に
復
た
中
原
を
望
む
を
得
ず
」
と

述
べ
た
と
い
う
。

　

張
浚
は
揚
州
に
至
り
、
江
淮
の
兵
八
万
の
う
ち
動
員
可
能
な
六
万
の
兵
を
淮

東
招
撫
使
李
顕
忠
・
同
副
使
邵
宏
淵
に
分
け
二
十
万
と
号
し
て
、
李
顕
忠
は
濠

州
定
遠
か
ら
、
邵
宏
淵
は

か
ら
淮
水
を
越
え
宿
州
の
霊
壁
県
、
虹
県
を
恢

復
し
た
。
し
か
し
内
部
の
不
和
や
指
揮
系
統
の
混
乱
か
ら
宿
州
符
離
で
大
敗
を

喫
し
、
一
夜
に
し
て
兵
や
丁
夫
十
三
万
を
失
い
、
兵
器
や
軍
糧
を
遺
棄
し
て
士

卒
は
潰
走
し
た
。
周
密
は
、
張
浚
が
こ
の
敗
戦
に
よ
っ
て
急
遽
和
議
を
乞
い
致

仕
を
願
い
出
た
こ
と
、
孝
宗
は
「
方
に
敗
れ
て
和
を
求
む
、
是
れ
何
の
舉
錯
ぞ
」

と
激
怒
し
、「
朕
、
明
は
以
っ
て
萬
里
の
情
を
見
る
に
足
ら
ず
、
智
は
以
っ
て

三
軍
の
師
を
擇
ぶ
に
足
ら
ず
、
號
令
既
に
乖た

が

い
、
進
退
律
を
失
す
」
と
悔
や
ん

で
「
己
を
罪
す
る
詔
」
を
下
し
た
と
す
る
。
張
浚
は
、
一
旦
、
降
格
さ
れ
る
も

衆
議
に
よ
っ
て
直
ち
に
宰
相
に
復
帰
す
る
。
す
る
と
和
議
に
反
対
し
、
再
び
大

軍
の
出
動
を
提
議
し
た
が
、
さ
す
が
に
孝
宗
は
従
わ
な
か
っ
た
。
周
密
は
、
最

後
に
張
浚
に
批
判
的
な
記
事
を
い
く
つ
か
引
用
し
、
そ
の
一
つ
『
何
氏
備
史
』

に
は
「
張
魏
公
、
素
よ
り
輕
鋭
好
名
、
士
の
稍
や
虚
名
有
る
者
は
牢
籠
せ
ざ
る

な
し
。
…
…
符
離
の
敗
る
る
に
及
び
、
國
家
平
日
の
積
む
所
の
兵
財
、
地
を
掃

い
て
餘
無
し
。
乃
ち
殺
傷
相
等
し
き
を
以
っ
て
辭
と
し
、
行
賞
轉
官
虚
日
無
し
。

隆
興
初
年
、
大
政
の
事
、
符
離
の
事
に
如
く
は
な
し
。
而
れ
ど
も
實
錄
・
時
政

紀
並
び
に
一
字
の
之
れ
に
及
ぶ
な
し
。
公
論
安
く
に
在
り
や
。
…
…
」
と
あ
る
。

確
か
に
『
宋
史
』
孝
宗
本
紀
に
は
、「
李
顕
忠
・
邵
宏
淵
軍
、
符
離
に
大
潰
す
」

と
あ
る
の
み
で
、
張
浚
本
伝
に
至
っ
て
は
敗
戦
の
直
接
的
な
表
現
す
ら
な
い
。

逆
に
「
宿
師
の
還
る
や
、
士
大
夫
の
主
和
す
る
者
、
皆
な
浚
の
非
を
議
す
。
孝

宗
、
復
た
浚
に
書
を
賜
い
て
曰
く
、
今
日
の
邊
事
、
卿
に
倚
る
こ
と
重
き
を
爲
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す
。
卿
、
人
言
を
畏
れ
て
猶
豫
を
懐
く
べ
か
ら
ず
。
前
日
、
事
を
舉
ぐ
る
初
め
、

朕
は
卿
と
之
れ
に
任あ

た

り
、
今
日
、
亦
た
須
ら
ず
卿
と
之
れ
を
終
え
る
べ
け
ん
」

と
、
孝
宗
が
主
和
論
者
の
非
難
か
ら
浚
を
守
り
、
相
変
わ
ら
ず
信
頼
の
篤
か
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
。
以
後
、
金
と
の
局
所
的
な
戦
闘
が
続
く
中
、
和
議
の
条
件

を
め
ぐ
っ
て
の
綱
引
き
が
続
く
。
金
は
紹
興
和
議
に
戻
す
こ
と
を
主
張
し
、
宋

は
淮
水
以
北
の
泗
州
・
海
州
と
南
京
路
の
唐
州
・
鄧
州
は
奪
い
返
し
た
故
地
だ

と
し
て
領
有
を
譲
ら
な
か
っ
た
。
宋
金
関
係
の
規
定
に
つ
い
て
も
誓
書
内
で
両

者
を
皇
帝
と
表
現
し
叔
姪
と
す
る
か
、
歳
幣
数
量
の
維
持
あ
る
い
は
減
額
、
逃

亡
者
や
捕
虜
の
扱
い
、
欽
宗
梓
宮
返
還
の
問
題
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
張
浚
な

ど
主
戦
派
は
、
金
の
提
案
を
拒
否
す
る
強
硬
論
を
展
開
し
、
和
平
派
は
、
こ
れ

以
上
の
戦
争
継
続
は
国
力
か
ら
無
理
で
あ
る
し
無
用
な
犠
牲
者
を
増
や
す
だ
け

だ
と
妥
協
を
主
張
し
た
。
史
書
で
は
声
高
な
強
硬
論
が
目
立
つ
が
、
隆
興
二
年

八
月
の
張
浚
の
死
に
よ
っ
て
、
結
局
、
十
二
月
に
宋
遼
間
の
澶
淵
の
盟
に
倣
い
、

両
国
は
叔
姪
関
係
と
し
て
皇
帝
号
を
使
用
し
、
歳
貢
は
歳
幣
に
改
め
て
十
万
額

を
減
じ
、
国
境
は
紹
興
和
議
の
如
く
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
金
の
僕
散
忠
義

が
最
初
に
和
議
の
条
件
を
提
示
し
た
時
、『
朝
野
雑
記
』
は
「
史
丞
相
の
位
に

在
る
や
、
嘗
て
魏
公
（
張
浚
）
と
議
す
る
に
、
弟
姪
の
禮
を
以
っ
て
之
れ
に
事

え
ん
と
欲
す
〈
書
は

峰
漫
錄
に
見
ゆ
〉。
是
に
至
り
頗
る
其
の
説
に
合
す
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
史
浩
の
先
見
の
明
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

道
学
系
の
李
心
傳
と
し
て
は
、
張
浚
派
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
金
の
主
張
を
先

取
り
し
た
秦
檜
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
示
唆
し
て
い
る
の
か
、
解
釈
は
微
妙
で
あ

る
。
た
だ
後
者
の
見
方
は
少
々
穿
ち
過
ぎ
と
思
う
。

　
『
四
庫
全
書
提
要
』
別
集
類
一
二
の
史
浩
『

峯
眞
隠
漫
錄
五
十
卷
』
に
は
、

孝
宗
が
張
浚
を
任
用
し
、
鋭
意
用
兵
す
る
に
あ
た
り
、
史
浩
が
独
り
反
対
し
、

遂
に
罷
免
さ
れ
た
と
し
「
元
代
史
臣
の
浩
傳
賛
を
作
る
に
亦
た
頗
る
其
の
恢
復

の
謀
に
贊
襄
す
る
能
わ
ざ
る
を
詆
し
る
。
今
、
集
中
を
考
ず
る
に
「
論
山
東
未

可
用
兵
」「
論
帰
正
人
」「
論
未
可
北
伐
」「
回
奏
條
具
弊
事
」
の
諸

子
、
皆

な
李
顕
忠
・
邵
宏
淵
の
輕
脱
寡
謀
、
宜
し
く
輕
舉
す
べ
か
ら
ず
し
て
士
卒
を
練

り
資
糧
を
積
み
、
力
を
十
年
の
後
に
蓄
う
る
を
極
言
す
。
既
に
し
て
淮
西
奔
潰

し
、
其
の
言
竟
に
驗
わ
る
。
老
生
謀
國
の
見
に
非
ず
と
爲
す
べ
か
ら
ず
。
云
々
」

と
史
浩
の
見
解
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
、
周
密
や
『
何
氏
備
史
』
の
よ
う

な
張
浚
批
判
は
少
な
く
、
ま
し
て
『
四
庫
提
要
』
の
よ
う
な
史
浩
評
価
は
更
に

稀
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

史
浩
批
判
と
そ
の
背
景

　

孝
宗
が
三
省
を
無
視
し
、
淮
北
へ
の
出
兵
を
敢
行
し
た
こ
と
に
抗
議
し
て
、

史
浩
は
宰
相
を
辞
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
侍
御
史
王
十
朋
の
弾
劾
文
は
、
後
世

の
史
浩
評
価
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
史
浩
が
中
書
舍

人
で
あ
っ
た
と
き
に
推
薦
し
た
人
物
の
な
か
に
王
十
朋
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、

彼
は
紹
興
二
十
七
年
の
状
元
で
あ
り
張
浚
主
導
の
主
戦
派
の
一
員
と
し
て
、
史

浩
弾
劾
の
先
頭
に
立
っ
た
。
王
は
四
十
六
歳
で
の
科
挙
合
格
で
あ
り
、
官
界
で

の
目
覚
ま
し
い
功
績
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
建
建
陽
の
書
肆
が
、
仮
託

を
含
め
「
王
状
元
」
の
敬
称
を
冠
し
た
書
物
を
多
く
出
版
し
た
こ
と
や
、
朱
熹
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の
賞
揚
に
よ
っ
て
そ
の
名
声
は
定
着
し
た
）
11
（

。
弾
劾
の
内
容
を
少
し
詳
細
に
紹
介

す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
）
12
（

。

①
太
上
皇
帝
（
高
宗
）
が
欽
宗
の
訃
を
聞
い
て
哀
悼
の
意
激
し
く
、
親
征
を
決

意
し
て
国
恥
を
雪
ご
う
と
さ
れ
た
と
き
、
孝
宗
の
出
兵
に
腹
心
で
あ
り
な
が

ら
反
対
し
て
和
議
を
唱
え
大
計
を
妨
害
し
た
。
こ
れ
は
秦
檜
に
倣
お
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
懐
奸
の
大
罪
に
あ
た
る
。

②
太
上
皇
帝
は
海
陵
王
の
盟
約
違
反
に
憤
激
し
、
戦
場
を
爪
牙
の
臣
に
託
し
た
。

大
将
呉
璘
ら
は
碎
骨
奮
戦
し
て
秦
・
隴
州
の
領
土
を
回
復
し
、
た
と
え
中
原

は
奪
回
で
き
ず
と
も
金
の
更
な
る
南
下
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
情
勢
に
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浩
は
呉
璘
の
進
取
を
恐
れ
て
、
西
夏
と
連
携
し
た
攻

撃
が
あ
る
と
デ
マ
を
飛
ば
し
撤
退
を
命
令
し
た
。
た
め
に
奪
取
し
た
十
三
州

を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
棄
地
で
あ
り
、
棄
民
で
あ
り
、
棄
信
で
あ

る
。
浩
は
己
一
人
を
売
り
込
む
た
め
に
国
家
の
大
計
を
顧
み
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
誤
国
の
大
罪
に
あ
た
る
。

③
浩
の
官
歴
は
浅
く
、
徳
望
は
軽
い
の
に
急
な
要
路
へ
の
登
用
で
天
下
の
失
笑

を
買
っ
て
い
た
。
立
場
を
利
用
し
、
多
く
の
人
物
を
推
薦
し
て
党
派
を
形
成

し
た
。「
嫡
子
・
嫡
孫
の
號
、
親
姪
・
過
房
の
称
有
り
。
密
傳
・
心
印
を
號

す
る
者
有
り
。
正
法
眼
蔵
の
名
を
號
す
る
者
有
り
。
宗
派
に
居
る
を
名
と
し

布
く
朝
列
に
在
る
者
、
紛
如
た
り
」
こ
れ
は
植
党
の
大
罪
に
あ
た
る
。

④
朝
政
に
参
画
し
て
よ
り
大
権
を
盗
み
、
宰
相
や
同
僚
は
目
に
入
ら
ず
、
人
は

そ
の
凶
焔
を
恐
れ
て
質
そ
う
と
し
な
い
。
官
爵
・
科
第
を
ば
ら
ま
き
、
官
僚

の
進
退
を
自
由
に
す
る
こ
と
右
僕
射
に
な
っ
て
か
ら
さ
ら
に
激
し
い
。
自
分

に
異
な
る
も
の
は
手
段
を
尽
く
し
て
排
除
す
る
。
陛
下
が
そ
の
奸
を
察
し
て

権
力
を
ご
自
身
に
回
収
し
な
け
れ
ば
朝
廷
の
禍
は
止
ま
る
と
こ
ろ
が
無
い
。

こ
れ
は
盗
権
の
大
罪
に
あ
た
る
。

⑤
孝
宗
の
即
位
の
初
め
、
求
言
の
詔
が
出
さ
れ
、
忠
臣
義
士
が
上
言
し
た
が
、

浩
は
讜
言
を
抑
え
、
上
達
さ
せ
な
か
っ
た
。
逆
に
己
に
阿
諛
す
る
者
に
は
免

解
を
与
え
た
。
省
試
の
知
挙
三
人
は
、
お
上
の
御
心
を
体
し
て
時
事
の
策
問

を
作
成
し
た
が
、
浩
は
自
分
を
斥
け
る
意
図
を
窺
い
、
手
下
の
林
安
宅
を

使
っ
て
「
雕
匠
」
を
逮
捕
し
板
を
毀
た
せ
た
。
三
知
挙
は
そ
の
事
を
お
上
に

訴
え
、
刊
行
が
命
じ
ら
れ
た
が
安
宅
は
陰
険
な
人
物
で
、
浩
の
有
る
こ
と
を

知
り
陛
下
を
知
ら
ず
、
聖
旨
に
従
わ
ず
浩
を
の
み
是
と
す
る
。
遂
に
当
初
の

策
問
は
印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
忌
言
の
大
罪
に
あ
た
る
。

⑥
高
宗
は
、
天
下
の
人
望
が
集
ま
る
張
浚
を
建
康
知
事
に
任
命
し
、
江
淮
の
重

任
を
付
し
た
。
ま
た
枢
密
に
抜
擢
し
た
。
浩
と
浚
は
氷
炭
の
間
柄
で
、
浩
は

浚
の
成
功
を
懼
れ
、
悉
く
妨
害
し
た
。
史
正
志
を
建
康
に
遣
わ
し
て
、
浚
の

進
取
の
計
を
阻
み
、
中
央
に
戻
っ
て
く
る
と
郎
官
を
与
え
る
の
み
で
、
百
官

に
言
事
が
求
め
ら
れ
た
機
会
を
利
用
し
正
志
に
密
か
に
非
難
さ
せ
た
。
こ
れ

は
蔽
賢
の
大
罪
に
あ
た
る
。

⑦
浩
は
、
同
僚
の
上
奏
の
と
き
に
は
必
ず
同
席
し
、
退
出
後
は
、
妄
り
に
こ
れ

は
聖
旨
だ
と
称
し
て
人
を
欺
く
。
参
政
（
副
宰
相
）
を
辞
任
し
た
と
き
の
上

奏
で
も
祖
宗
や
太
上
皇
帝
の
徳
を
た
た
え
る
字
句
は
一
切
無
か
っ
た
が
、
退

出
す
る
と
数
語
を
書
き
加
え
嘉
納
さ
れ
た
、
と
言
う
。
昔
、
王
欽
若
は
上
奏

す
る
ご
と
に
数
通
の
上
奏
文
を
懐
に
入
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
本
だ
け
を
出
し
、
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他
の
も
の
も
已
に
聖
旨
を
得
た
、
と
称
し
た
。
こ
れ
に
対
し
馬
知
節
は
帝
の

面
前
で
そ
の
奸
を
論
じ
た
。
史
浩
は
今
の
王
欽
若
で
あ
る
が
、
馬
知
節
が
い

な
い
。
こ
れ
は
欺
君
の
大
罪
に
あ
た
る
。

⑧
陛
下
は
即
位
の
初
め
、
太
上
皇
帝
が
太
学
生
の
在
籍
久
し
い
者
に
免
解
を
与

え
た
と
き
、
浩
は
そ
の
恩
典
が
自
分
（
の
願
い
）
か
ら
出
た
よ
う
に
し
て
学

生
に
恩
を
売
り
籠
絡
に
努
め
た
。
と
こ
ろ
が
太
学
生
が
自
分
を
議
論
す
る
よ

う
に
な
る
と
こ
れ
を
阻
止
し
た
。
太
学
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
議
論
に
な
っ

た
お
り
、
臣
（
王
十
朋
）
は
「
子
産
、
郷
校
を
毀
た
ざ
る
を
以
っ
て
（
廃
校

の
不
可
を
）
論
じ
た
」
が
、
浩
が
言
う
に
「
自
分
は
そ
の
よ
う
な
考
え
は
な

く
、
た
だ
お
上
が
お
怒
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
と
発
言
。
景
霊
宮
参
詣

の
と
き
貢
院
を
経
由
し
た
。
ち
ょ
う
ど
入
学
試
験
が
行
わ
れ
て
お
り
受
験
者

が
溢
れ
て
い
た
。
鄧
王
は
車
を
遠
回
り
さ
せ
て
避
け
、
聞
い
た
者
を
賛
嘆
さ

せ
た
。
浩
は
威
厳
を
見
せ
び
ら
か
せ
士
人
か
ら
嘲
笑
さ
れ
た
。
さ
ら
に
言
う

に
は
「
お
上
は
受
験
生
の
混
乱
を
思
い
煩
い
、
入
試
を
中
止
さ
せ
よ
う
と
し

た
が
、
そ
れ
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
の
は
自
分
だ
」
と
「
善
則
稱
己
、
過
則

稱
君
」
と
す
る
。
こ
れ
は
訕
上
の
大
罪
に
あ
た
る
、
と
具
体
的
に
八
箇
条
を

あ
げ
て
弾
劾
し
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
「
浩
、
宰
相
の
才
無
く
し
て
、
具
瞻

の
位
に
居
り
、
堯
・
舜
の
主
に
遇
い
て
、
共
・
鯀
の
凶
を
懷
く
。
陛
下
、
方

に
賢
を
任
じ
能
を
使
し
て
、
大
業
を
圖
治
す
る
に
當
り
、
如
し
浩
輩
を
し
て

久
し
く
廟
堂
に
在
ら
し
め
ば
、
其
れ
以
っ
て
中
興
の
治
を
望
む
べ
け
ん
や
。

臣
、
願
わ
く
は
陛
下
其
の
罪
悪
を
正
し
、
之
れ
を
遠
方
に
竄
し
、
以
っ
て
天

下
の
心
を
快
と
し
、
以
っ
て
羣
臣
の
戒
と
爲
さ
ん
」
と
結
ぶ
。

　

史
浩
は
尚
書
左
僕
謝
を
罷
め
、
観
文
殿
大
学
士
知
紹
興
府
に
任
命
さ
れ
た
が
、

王
十
朋
は
、「
再
論
史
浩
箚
子
」
を
上
呈
し
、
紹
興
府
が
首
都
に
近
い
大
藩
で

あ
り
、
以
前
の
任
官
地
で
も
あ
る
の
で
、
史
浩
の
よ
う
な
悪
人
の
任
地
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
さ
ら
に
僻
遠
の
地
に
追
い
出
す
べ
き
で
あ
る
と
畳
み
か
け
、

史
浩
は
祠
禄
を
願
い
出
た
。
以
後
十
三
年
間
、
史
浩
が
出
仕
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

王
十
朋
の
激
烈
な
史
浩
批
判
に
「
裏
書
き
」
を
与
え
、
評
価
を
定
着
さ
せ
た

の
は
朱
熹
で
あ
ろ
う
。『
宋
名
臣
言
行
録
』
別
集
下
巻
三 

張
浚
は
南
宋
末
の
李

幼
武
撰
で
あ
る
が
、「
史
浩
、
議
し
て
瓜
洲
に
城
せ
ん
と
欲
し
、
公
議
に
下
す
。

公
（
張
浚
）
云
う
、
兩
淮
を
守
ら
ず
し
て
江
干
を
守
る
。
是
れ
敵
に
示
す
に
削

弱
の
形
、
軍
民
戦
守
の
氣
に
怠
る
を
以
っ
て
す
。
先
に
泗
州
に
城
す
る
に
若
か

ず
、
と
。
浩
既
に

政
た
り
て
、
公
の
規
畫
す
る
所
、
浩
必
ず
之
れ
を
沮
む
」

と
『
宋
史
』
張
浚
本
伝
に
引
か
れ
る
文
を
記
す
。『
朱
氏
語
類
』
一
三　

本
朝

七 

夷
狄
に
、「
泗
・
海
・
唐
・
鄧
州
は
、
皆
な
西
京
・
中
原
を
取
る
べ
き
の
地

で
あ
る
。
海
陵
王
南
侵
の
戦
争
で
、
一
時
こ
れ
ら
四
州
を
回
復
し
た
の
に
、
湯

思
退
が
故
な
く
之
れ
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
か
ら
、『
言
行
錄
』
は
、
朱
熹
の
考
え
と
同
じ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
13
（

。

　

そ
も
そ
も
朱
熹
の
張
浚
へ
の
思
い
は
、
そ
の
個
人
的
結
び
つ
き
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
張
浚
の
息
子

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
朱
熹
と
切
磋
琢
磨
す
る

ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
畏
友
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
紹
興
の
初
め
、
張
浚
が
蜀
を
保
全

し
た
功
績
は
、
幕
下
の
劉
子
羽
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
）
14
（

。
ま
だ

無
名
で
あ
っ
た
呉
璘
を
い
ち
早
く
見
出
し
、
参
謀
と
し
て
、
あ
る
い
は
陣
頭
指
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策
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揮
で
張
浚
を
支
え
た
子
羽
は
、
富
平
の
敗
戦
、
淮
西
の
変
の
責
任
を
問
わ
れ
た

張
浚
が
下
野
し
た
と
き
、
同
じ
く
降
格
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
故
郷
の
福
建
建
陽

に
帰
っ
た
子
羽
に
、
任
地
建
州
の
官
舎
で
病
床
に
あ
っ
た
朱
熹
の
父
松
は
、
朱

熹
母
子
の
後
見
を
依
頼
し
て
没
し
た
。
朱
熹
、
と
き
に
十
四
歳
、
紹
興
十
三
年

の
こ
と
で
あ
る
。
子
羽
の
弟
の
子
翬
、
同
郷
の
劉
勉
之
、
胡
憲
も
朱
熹
の
教
育

を
託
さ
れ
た
。
三
人
の
劉
氏
は
、
そ
の
後
相
次
い
で
世
を
去
っ
た
が
、
朱
熹
は

勉
之
の
娘
を
妻
に
し
て
お
り
、
彼
ら
に
対
す
る
思
慕
は
終
生
変
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
朱
熹
の
張
浚
の
行
状
執
筆
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
書
か
れ
て
い

る
。

　

士
大
夫
官
僚
史
浩
の
仏
教
信
仰
と
反
戦
論
（
正
確
に
は
開
戦
に
慎
重
な
国
内

整
備
優
先
論
）
の
関
連
を
考
え
る
と
き
に
参
考
と
な
る
文
章
に
「
回
奏
宣
示
御

製
原
道
辨
」（『
文
集
』
一
〇
）
が
あ
る
。
孝
宗
が
示
し
た
「
原
道
辨
」
は
、
韓

愈
の
佛
老
排
除
に
対
し
、
佛
も
老
も
実
は
同
じ
で
あ
る
、
と
す
る
。
仏
教
の
五

戒
す
な
わ
ち
不
殺
は
仁
、
不
淫
は
禮
、
不
盗
は
義
、
不
飲
酒
は
智
、
不
妄
語
は

信
で
あ
り
、
老
子
の
三
寶
す
な
わ
ち
慈
は
温
良
、
倹
は
恭
倹
、
敢
え
て
天
下
の

先
を
為
さ
ず
は
譲
で
あ
る
か
ら
、
仏
老
は
す
べ
て
聖
賢
の
教
え
の
内
に
在
る
と

い
う
論
理
で
あ
る
。
史
浩
は
、「
佛
を
以
っ
て
心
を
修
め
、
道
を
以
っ
て
生
を

養
い
、
儒
を
以
っ
て
世
を
治
む
」
に
賛
意
を
表
す
。
し
か
し
「
原
道
辨
」
が
最

後
に
、『
大
学
』
の
格
物
致
知
八
条
は
修
心
、
養
生
、
治
世
を
含
む
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
仏
老
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
と
す
る
結
論
に
、
仏
老
の
教
え
の
表
面

し
か
理
解
で
き
な
い
人
士
が
、
皇
帝
の
こ
の
解
説
を
恰
好
の
根
拠
と
し
て
仏
老

排
斥
の
挙
に
出
る
こ
と
を
懸
念
し
、「
又
何
假
釋
老
之
説
耶
」
の
「
末
章
」
の

削
除
を
願
い
出
た
の
が
、
こ
の
回
奏
で
あ
る
。
二
王
府
教
授
を
務
め
『
尚
書
講

義
』『
周
官
講
義
』『
論
語
講
義
』
な
ど
経
典
の
講
義
録
を
著
わ
し
た
史
浩
が
熱

心
な
仏
教
徒
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
儒
仏
同
一
観
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
点
、
北
宋
の
王
安
石
や
蘇
軾
が
公
│
儒
、

私
│
仏
と
切
り
分
け
た
の
と
や
や
異
な
る
印
象
を
受
け
る
が
、
北
宋
と
南
宋
の

士
大
夫
官
僚
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
の
違
い
は
、
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。

　

以
降
の
南
宋
史
で
道
学
系
士
人
は
多
く
が
主
戦
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
に
対

し
史
彌
遠
、
史
嵩
之
は
史
浩
の
路
線
を
継
ぐ
主
和
論
者
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
彼
ら
は
ま
た
仏
教
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
。
儒
学
一
尊
で
大
義
名
分
や

復
仇
論
を
前
面
に
出
す
道
学
系
が
「
原
理
主
義
」
的
傾
向
に
陥
り
や
す
い
の
に

対
し
、
仏
教
徒
の
側
面
を
も
つ
史
浩
は
、
そ
れ
ら
の
論
理
自
体
は
否
定
し
な
い

が
、
仏
教
信
仰
が
あ
る
こ
と
で
、
儒
教
論
理
か
ら
一
歩
引
い
て
現
実
を
直
視
す

る
余
裕
を
持
ち
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
年
盛
ん
な
南
宋
後
半
期
の
政
治

史
研
究
の
な
か
で
、
和
・
戦
を
め
ぐ
る
対
外
政
策
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
）
15
（

。
朱
熹
を
始

め
と
す
る
道
学
系
士
人
に
よ
る
張
浚
名
臣
化
が
進
む
な
か
で
、
和
・
戦
問
題
の

歴
史
叙
述
も
道
学
派
の
上
書
き
の
結
果
が
今
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
宋

に
三
人
の
宰
相
を
出
し
た
史
氏
の
研
究
は
、
そ
の
意
味
で
さ
ら
な
る
深
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
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結
び
に
代
え
て

　

最
後
に
、
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
五
百
羅
漢
図
が
日
本
に
将
来
さ
れ
た

経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
い
ち
早
く
こ
の
絵
画
の
価
値
に
気
付
き
、

一
八
九
四
年
、
ア
メ
リ
カ
で
の
展
覧
を
開
催
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
鎌
倉
建
長

寺
開
山
蘭
渓
道
隆
が
一
二
四
六
年
来
日
す
る
と
き
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
伝
承

を
紹
介
し
て
い
る
。
初
め
建
長
寺
な
い
し
寿
福
寺
に
納
め
ら
れ
、
小
田
原
北
条

氏
の
下
か
ら
秀
吉
が
京
都
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
日
本
の
記
録
も
、
こ
の
伝
承

を
肯
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
）
16
（

。
し
か
し
南
宋
史
研
究
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
素

直
に
納
得
で
き
な
い
状
況
が
有
る
。
そ
れ
は
、
一
二
四
六
年
と
い
う
年
は
、
永

ら
く
一
人
宰
相
（
南
宋
の
宰
相
は
左
右
丞
相
の
二
人
）
で
あ
っ
た
史
嵩
之
が
父

彌
忠
の
喪
に
服
し
明
州
に
滞
在
し
て
い
た
二
年
目
に
あ
た
る
。
史
浩
は
、
孝
宗

か
ら
明
州
城
内
月
湖
畔
に
邸
宅
を
賜
り
、
そ
こ
は
史
丞
相
府
と
呼
ば
れ
当
時
の

地
図
に
も
記
載
さ
れ
る
。
嵩
之
が
明
州
の
ど
こ
に
住
ん
だ
か
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
父
彌
忠
の
墓
は
東
銭
湖
東
北
の

山
に
位
置
し
、
そ
こ
は
五
百
羅
漢
図
が

奉
納
さ
れ
た
恵
安
院
か
ら
遠
く
な
い
。
嵩
之
が
五
百
羅
漢
図
の
存
在
を
知
ら
な

か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
自
分
の
偉
大
な
伯
祖
に
あ
た
る
史
浩
の
遺
品
と
も

い
う
べ
き
五
百
羅
漢
図
が
、
海
外
に
流
出
す
る
事
態
を
み
す
み
す
見
逃
し
た
と

も
思
え
な
い
。
嵩
之
も
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
に
お
い
て
は
慎
重
派
で
あ
っ
た
。
関

係
者
が
五
百
羅
漢
図
を
手
放
す
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
蘭

渓
道
隆
一
行
は
渡
航
の
際
、
一
度
難
破
し
船
を
交
換
し
て
い
る
。
五
百
羅
漢
図

を
日
本
に
持
ち
込
む
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
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。

　

一
方
で
、
蘭
渓
道
隆
示
寂
後
、
継
承
者
と
し
て
北
条
時
宗
に
よ
っ
て
招
か
れ

た
無
学
祖
元
の
場
合
、
状
況
証
拠
は
彼
に
よ
る
将
来
を
妨
げ
る
事
情
は
何
も
な

い
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
結
論
か
ら
い
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
裏
付
け

る
文
献
の
記
載
は
お
ろ
か
、
示
唆
す
る
字
句
す
ら
一
字
も
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
も
そ
も
羅
漢
図
を
奉
納
し
た
史
氏
一
族
の
宗
旨
は
天
台
で
あ
り
、
道

隆
、
祖
元
は
い
う
ま
で
も
な
く
禅
僧
で
あ
る
か
ら
、
羅
漢
図
の
渡
日
を
彼
ら
に

結
び
つ
け
る
必
然
性
は
な
い
。
但
し
史
浩
自
身
、
天
童
寺
正
覚
禅
師
の
黙
照
禅

に
親
し
ん
で
い
る
か
ら
、
天
台
と
禅
を
厳
密
に
分
け
る
必
要
も
な
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
鎌
倉
の
禅
寺
に
在
っ
た
記
録
は
、
伝
承
で
あ
る
が
存
在
し
、
明
州
か

ら
建
長
寺
に
伝
来
し
た
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
無
学
祖
元

の
将
来
を
妨
げ
る
事
情
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
、
こ
の
問
題
が
新

た
な
歴
史
の
見
方
を
拓
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
述
べ
る
。

　

第
一
に
、
蘭
渓
道
隆
は
四
川
出
身
で
あ
り
、
明
州
天
童
寺
か
ら
日
本
に
出
立

し
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
も
と
も
と
明
州
と
の
関
わ
り
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
。

そ
れ
に
対
し
無
学
祖
元
の
生
家
の
翔
鳳
郷
は
、
五
百
羅
漢
図
の
寄
進
者
名
を
載

せ
る
四
八
幅
の
う
ち
一
二
幅
に
記
載
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
一
幅
に
は

祖
元
の
俗
姓
と
同
じ
翔
鳳
郷
の
許
氏
の
姓
が
寄
進
者
と
し
て
見
え
る
。
一
二
三

八
年
、
十
三
歳
で
剃
髪
し
た
祖
元
が
五
百
羅
漢
図
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と

は
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
、
径
山
の
無
準
師
範
に
参
謁
し
、
各
地
で
参

禅
を
続
け
た
祖
元
は
、
一
二
六
二
年
か
ら
七
年
間
、
東
銭
湖
東
畔
の
白
雲
延
祥

寺
住
持
と
し
て
過
ご
す
。
老
母
孝
養
の
意
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
こ
も
恵
安



日
本
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」
と
史
浩
の
対
金
政
策

（395）602

院
か
ら
遠
く
な
い
。
一
二
六
九
年
、
杭
州
霊
隠
寺
か
ら
台
州
真
如
寺
住
持
と

な
っ
た
祖
元
は
、
一
二
七
五
年
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
南
下
の
報
を
聞
き
、
温
州
能
仁

寺
に
退
避
す
る
。
翌
年
、
臨
安
が
無
血
開
城
、
皇
帝
は
退
位
し
南
宋
は
滅
亡
し

た
。
そ
の
勢
い
を
駆
り
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
温
州
に
侵
攻
、
避
難
す
る
人
々
で
混
乱

す
る
な
か
一
人
祖
元
は
寺
に
留
ま
り
、
乱
入
し
た
兵
士
が
振
り
あ
げ
る
白
刃
の

下
で
有
名
な
臨
剣
頌
を
偈
す
。
高
僧
で
あ
る
こ
と
を
察
し
た
兵
士
は
謝
し
て

去
っ
た
と
い
う
。
議
論
は
多
々
あ
る
が
、
事
実
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
置
き
先

に
進
む
。
翌
年
、
天
童
寺
に
戻
り
、
一
二
七
九
年
二
月
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
総
攻

撃
の
な
か
崖
山
沖
で
亡
命
政
権
の
宰
相
陸
秀
夫
が
幼
い
皇
帝
を
背
負
っ
て
入
水

し
、
南
宋
の
命
脈
が
尽
き
た
後
の
五
月
、
祖
元
は
招
請
の
日
本
僧
ら
と
と
も
に

天
童
寺
を
離
れ
日
本
に
向
か
っ
た
。
こ
の
間
、
明
州
城
内
も
戦
禍
に
遭
い
、
焼

け
落
ち
た
建
物
も
多
か
っ
た
か
ら
、
関
係
者
が
五
百
羅
漢
図
を
避
難
さ
せ
よ
う

と
祖
元
に
託
し
た
と
し
て
も
意
外
で
は
な
い
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
を

示
唆
す
る
記
録
は
何
も
な
い
。

　

大
宰
府
を
経
由
し
て
鎌
倉
に
着
い
た
無
学
祖
元
は
建
長
寺
に
入
り
、
北
条
時

宗
の
帰
依
を
受
け
た
。
祖
元
が
来
日
し
た
前
後
は
、
日
本
が
史
上
初
め
て
東
ア

ジ
ア
大
乱
の
波
を
ま
と
も
に
被
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。
い
わ
ゆ
る
元
寇
で
あ
る
。

一
二
七
四
年
の
文
永
の
役
を
経
験
し
た
時
宗
は
、
一
二
八
一
年
の
弘
安
の
役
を

前
に
祖
元
に
心
構
え
を
問
い
、
励
ま
し
を
受
け
そ
れ
を
心
理
的
な
支
え
と
し
た
。

役
後
の
一
二
八
二
年
、
父
時
頼
の
菩
提
所
と
し
て
、
ま
た
敵
味
方
を
問
わ
ず
元

寇
戦
没
者
鎮
魂
の
た
め
円
覚
寺
を
創
建
し
、
帰
国
を
考
え
て
い
た
祖
元
を
開
山

に
迎
え
た
。
翌
一
二
八
三
年
、
時
宗
の
意
向
に
よ
り
祖
元
は
円
覚
寺
で
千
尊
地

蔵
菩
薩
を
安
置
し
て
大
々
的
な
戦
没
者
供
養
の
法
会
を
挙
行
し
て
い
る
。
佛
国

禅
師
（
祖
元
）
語
録
巻
九
に
は
、
こ
の
と
き
唱
え
ら
れ
た
「
賛
地
蔵
菩
薩
普
説
」

の
最
後
が
「
此
軍
及
他
軍
戰
死
。
與
溺
水
萬
衆
無
歸
魂
。
唯
願
速
救
拔
。
皆
將

超
苦
海
。
法
界
了
無
差
。
怨
親
悉
平
等
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に

祖
元
の
書
し
た
戦
没
者
追
悼
の
字
句
を
模
刻
す
る
「
蒙
古
碑
」
が
全
国
に
建
て

ら
れ
、
仙
台
に
は
そ
の
一
基
が
現
存
し
、
現
在
で
も
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
と

い
う
）
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こ
の
時
代
、「
五
百
羅
漢
図
」
に
表
れ
た
史
浩
の
戦
没
者
の
亡
魂
を
深
く
祈

る
心
性
は
、
日
本
で
も
共
振
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
五
百
羅
漢
図
」
の
明
州

か
ら
鎌
倉
へ
の
渡
来
は
、
そ
の
象
徴
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

（
１
）　
『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』
奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所　

二
〇
一

四
年
五
月
。

（
２
）　

井
手
誠
之
輔
「
寧
波
を
め
ぐ
る
場
と
美
術
」（『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書

店　

二
〇
〇
九
年
九
月
）、
同
「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
試
論
」（『
聖
地
寧
波
』
奈

良
国
立
博
物
館　

展
覧
図
録　

二
〇
〇
九
年
七
月
）、
同
「
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
の
成

立
背
景
」（『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図　

銘
文
調
査
報
告
書
』
奈
良
国
立
博
物
館　

東

京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
同
、「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢

図
の
背
景
（
承
前
）」
前
掲
注（
１
）所
載
。

（
３
）　
『
佛
祖
統
記
』
三
三　

法
門
光
顕
志
第
一
六
。「
述
曰
、
昔
真
隱
史
越
王
、
嘗
過
金
山

慕
水
陸
齋
法
之
盛
。
乃
施
田
百
畮
、
於
月
波
山
專
建
四
時
水
陸
、
以
為
報
天
地
君
親
之

舉
。
且
親
製
疏
辭
刻
石
殿
壁
、
撰
集
儀
文
刊
板
於
寺
。
既
而
孝
廟 

聞
而
嘉
之
、
賜
以

水
陸
無
礙
道
場
宸
翰
扁
於
殿
。」

（
４
）　

羅
翠
恂
「
水
陸
会
に
お
け
る
千
手
観
音
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
」『W

A
SED

A
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。
千
葉
照
観
「
瑜
伽
焔
口
と
水
陸
会
」（『
仏

教
文
化
の
展
開
』
所
載
（
大
久
保
良
順
先
生

寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編　

山
喜
房
仏

書
林　

一
九
九
三
年
）。
以
下
の
記
述
は
、
前
掲
井
手
氏
の
諸
論
考
、
佐
藤
成
順
『
宋

代
仏
教
史
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林　

二
〇
一
二
年
）「
南
宋
の
宰
相
史
浩
の
補
陀
洛

山
観
音
信
仰
に
つ
い
て
」
初
出
二
〇
〇
四
年
、「
南
宋
の
宰
相
史
浩
の
天
台
僧
外
護
と

功
徳
寺
造
営
に
つ
い
て
」
初
出
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
５
）　

前
掲
羅
氏
論
文
。『
佛
祖
統
記
』
四
七
「（
高
宗
紹
興
）
四
年
。
偽
齊
劉
豫
同
金
虜
入

寇
、
上
下
詔
親
征
。
九
月
上
親
詣
天
竺
大
士
殿
、
焚
香
恭
禱
蚤
平
北
虜
。
既
而
淮
東
宣

撫
使
韓
世
忠
、
敗
金
人
齊
人
於
承
州
。
世
忠
獻
俘
行
在
、
因
陳
戰
沒
之
人
乞
加
贈
恤
。

上
蹙
然
曰
、
死
於
鋒
鏑
誠
為
可
閔
。
即
勅
直
學
士
院
胡
松
年
具
詞
、
建
水
陸
大
齋
以
為

濟
度
。
是
夕
也
有
見
鬼
神
來
會
甚

。
有
夢
戰
死
者
咸
忻
然
相
慶
、
以
為
自
此
得
生
善

趣
者
。
上
聞
之
大
說
」。
同
五
二
「（
高
宗
）
金
虜
入
杭
。
上
親
詣
上
竺
大
士
殿
恭
禱
。

為
戰
沒
者
修
水
陸
供
。
有
夢
戰
死
者
相
慶
得
生
善
趣
」。
な
お
羅
氏
は
、
高
宗
が
四
年

九
月
に
上
天
竺
寺
に
詣
で
水
陸
斎
を
行
っ
た
と
解
す
る
が
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
水

陸
斎
は
十
月
に
鎮
江
で
行
わ
れ
た
。
上
天
竺
寺
は
戦
勝
祈
願
の
た
め
の
行
幸
で
あ
る
。

（
６
）　

前
掲
注（
４
）。『
咸
淳
臨
安
志
』
七
九　

霊
芝
崇
福
寺
「
塑
千
手
眼
観
音
像
、
作
水

陸
大
斎
所
於
寺
之
西
偏
」。
氏
は
、
こ
の
記
事
が
何
澹
「
何
参
政
撰
寺
記
」
に
拠
る
こ

と
を
論
証
す
る
。
但
し
孝
宗
の
内
帑
金
に
よ
っ
て
観
音
道
場
を
建
て
水
陸
斎
が
行
わ
れ

た
の
は
、
紹
煕
二
年
以
降
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
孝
宗
は
既
に
紹
煕
年
間
に
は
光
宗
に

譲
位
し
て
い
る
。

（
７
）　
『
會
稽
續
志
』
七 

雜
紀
「
養
素
先
生
」
明
州
定
海
縣
補
陀
洛
迦
山
、
蓋
觀
音
大
士
示

現
處
、
遠
近
致
禱
或
見
善
財
童
子
・
金
剛
神
達
摩
等
相
。
紹
興
十
八
年
三
月
、
史
越
王

以
餘
姚
尉
攝
昌
國
鹽
監
、
偕
鄱
陽
程
休
甫
、
泛
海
詣
山
、
叩
寶
洞
禮
謁
、
無
所
覩
、
但

感
瀹
茗
浮
花
□
□
□
□
殊
不
愜
。
晡
時
再
往
、
一
僧
指
巖
頂
有
竇
、
可
以
下
瞰
、
公 

 

緣
而
上
忽
見
現
金
色
身
、
照
耀
洞
府
、
眉
目
瞭
然
。
程
所
覩
亦
然
。
惟
公
更
見
雙

齒
如
玉
雪
。
天
將
暮
、
有
一
長
僧
來
訪
、
云
將
自
某
官
歴
淸
要
至
爲
太
師
。
又
云
、
公

是
一
好
結
果
底
文
潞
公
、
它
時
作
宰
相
、
官
家
要
用
兵
、
切
須
力
諫
。
後
二
十
年
、
當

與
公
相
會
於
越
。
遂
告
去
送
之
、
出
門
俄
不
知
所
在
。
乾
道
戊
子
、
公
以
故
相
鎭
越
。

一
夕
、
典
客
報
有
道
人
稱
養
素
先
生
、
言
舊
與
丞
相
接
熟
。
不
肯
通
刺
字
、
疾
呼
欲
入

謁
。
亟
命
延
之
。
貌
粹
神
淸
、
譚
論
鋒
起
。
索
紙
數
幅
、
大
書
云
、
黑
頭
潞
相
、
重
漆

萬
里
之
風
光
、
碧
眼
胡
僧
、
曾
共
一
宵
之
淸
話
。
遽
擲
筆
不
揖
而
行
。
公
大
駭
、
遍
遣

兵
吏
尋
覓
、
不
復
見
。
追
憶
補
陀
之
故
、
始
悟
長
身
僧
及
此
道
人
、
皆
大
士
見
身
也
。

相
距
二
十
年
、
淳
熙
己
酉
、
公
正
位
太
師
。
自
道
本
末
云
爾
。

（
８
）　

史
書
に
よ
っ
て
立
太
子
の
月
日
が
異
な
る
。『
宋
史
』
の
高
宗
本
紀
、
孝
宗
本
紀
は

三
十
二
年
五
月
甲
子
（
二
十
八
日
）、『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
二
五
や
『
中
興
小
紀
』
四
〇

は
六
月
己
巳
（
四
日
）
と
す
る
。『
要
録
』
二
〇
〇
に
よ
れ
ば
、
五
月
甲
子
は
高
宗
が

内
降
の
詔
で
退
位
と
立
太
子
の
意
向
を
表
明
し
た
日
で
、
六
月
己
巳
が
詔
で
皇
太
子
を

立
て
た
日
で
あ
る
か
ら
、
正
式
に
は
六
月
四
日
と
な
る
。
な
お
『
十
朝
綱
要
』
が
内
禅

を
八
月
丙
子
と
す
る
の
は
六
月
丙
子
（
十
一
日
）
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
９
）　

周
密
の
道
学
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
宋
代
中
國
科
舉
社
會
の
研
究
』
Ⅱ
部 

第

三
章
「
宋
末
元
初
呉
興
の
士
人
會
」（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
九
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）

を
参
照
。
周
密
が
朱
熹
に
対
し
て
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
そ
こ
で
述
べ
た
。

批
判
は
二
程
以
降
の
道
学
派
、
と
く
に
道
学
を
手
段
に
立
身
出
世
を
図
る
人
物
に
手
厳

し
い
。

（
10
）　

李
心
傳
『
朝
野
雑
記
』
甲 

二
〇
「
癸
未
甲
申
和
戦
本
末
」
は
、
関
係
者
の
発
言
の

具
体
的
内
容
は
あ
ま
り
記
さ
な
い
が
、
海
陵
王
の
死
か
ら
最
終
的
に
金
軍
の
撤
退
し
た

隆
興
二
年
十
二
月
ま
で
の
経
緯
を
簡
潔
に
記
す
。

（
11
）　

甲
斐
雄
一
『
南
宋
の
文
人
と
出
版
文
化　

王
十
朋
と
陸
游
を
め
ぐ
っ
て
』
上
篇
「
状

元
」
王
十
朋
と
南
宋
出
版
業
（
九
州
大
学
出
版
会　

二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
12
）　
『
王
十
朋
全
集
』
三　
「
論
史
浩

子
」　

上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
九
八
年
（
底
本

は
明
正
統
年
間
『
梅
渓
先
生
文
集
』）。

（
13
）　
「
泗
海
唐
鄧
四
州
、
皆
可
取
西
京
中
原
之
地
。
逆
亮
來
時
用
兵
、
僅
取
得
此
四
州
、

而
湯
思
退
無
故
與
之
、
惜
哉
」。
朱
熹
の
史
浩
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
記
述
は
、
執
筆

し
た
張
浚
行
状
（『
朱
子
文
集
』
九
五
「
少
師
保
信
軍
節
度
使
魏
國
公
致
仕
贈
太
保
張

公
行
状
」
下
）
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
史
浩
が
張
浚
の
積
極
策
に
反
対
し
た
理
由
を
「
浩

志
專
欲
亟
和
、
以
自
爲
功
」
と
し
て
、
史
浩
を
秦
檜
と
同
じ
主
和
論
者
と
み
な
し
て
い



日
本
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」
と
史
浩
の
対
金
政
策

（397）600

る
。

（
14
）　

前
注
「
張
浚
行
状
」
上
は
張
浚
幕
下
で
の
子
羽
の
活
動
に
つ
い
て
多
く
を
割
い
て
記

述
し
て
い
る
。『
宋
史
』
三
七
〇
本
伝
。

（
15
）　

近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
榎
並
岳
史
氏
の
学
位
論
文
「
南
宋
理
宗
朝
に
お
け

る
動
態
的
政
治
状
況
把
握
の
試
み
│
神
道
碑
史
料
の
分
析
を
中
心
と
し
て
│
」（
新
潟

大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リhttp://hdl.handle.net/10191/17885　

二
〇
一
一
年
）
に

整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
文
献
以
降
で
は
、
小
林
晃
「
南
宋
理
宗
朝
前

期
に
お
け
る
二
つ
の
政
治
抗
争
│
『
四
明
文
献
』
か
ら
見
た
理
宗
親
政
の
成
立
過
程
│
」

（『
史
学
』
七
九
│
四
、
二
〇
一
〇
年
）、
方
震
華
「
轉
機
的
錯
失
│
南
宋
理
宗
即
位
與

政
局
的
紛
擾
」（『
臺
大
歴
史
學
報
』
第
五
三
期
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
16
）　

谷
口
耕
生
「
木
村
徳
応
筆
五
百
羅
漢
図
│
失
わ
れ
た
大
徳
寺
本
六
幅
を
め
ぐ
っ
て
」

（
前
掲
注（
２
）『
銘
文
調
査
報
告
書
』）
に
詳
し
い
調
査
結
果
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　

高
木
宗
監
『
建
長
寺
史　

開
山
大
覚
禅
師
伝
』
六
七
頁
（
建
長
寺
史
編
纂
委
員
会
編　

一
九
八
九
年
）。

（
18
）　

無
学
祖
元
に
つ
い
て
は
。
江
静
『
赴
日
宋
僧　

無
学
祖
元
研
究
』（
商
務
印
書
館　

二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
19
）　

テ
レ
ン
グ
ト
、
ア
イ
ト
ル
「
戦
争
と
鎮
魂
：
元
軍
戦
死
者
怨
霊
追
善
碑
を
め
ぐ
っ
て

（
下
）」（『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』
三
二
、
二
〇
〇
五
年
）。


